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＜日常的対応・準備＞ 
教職員の誰が発見者になった場合でも適切な対応がとれるように教職員全員が

情報を共有し、準備します。 
 

○緊急時の体制を定め、フローチャート等を作成し、教職員全員に周知する。 
○エピペン®を処方されている児童・生徒については、「緊急時対応カード【両面】 

（表：対応チェックシート）」を用意し、緊急時に備える。 
  ○事故発生時の症状等の記録のため、「緊急時対応カード【両面】（裏：記録用紙）」

を用意しておく。 
○エピペン®の保管場所を定め、教職員全員で情報共有する。 

※学校内の保管場所を定めておく、本人保管の場合は保管場所（ランドセル

の中等を定めておく） 
 
 

＜事故発生時の連絡＞ 
事故が発生した場合には、関係者へ連絡をします。 
給食の誤配食の場合等で、本人が「食べていない」といっている場合であっても、

食べた可能性がある場合（食べていないことが確認できない場合）は、摂取した可

能性を考え、関係者へ連絡をします。 
その際、「緊急時対応カード【両面】（裏：記録用紙）」で記録した内容を相手方

に伝えるようにします。 
①保護者 
②学校内関係者（校長、副校長、養護教諭、栄養士等） 
③学童クラブ、江東きっずクラブ等を利用する場合は、該当クラブ担当者 
④教育委員会事務局 
⑤その他、学校が必要と判断した関係者 

51



52



53



★ 救急車要請の目安 ★ 

１ アナフィラキシーの兆候がみられる場合 

２ 食物アレルギーでの呼吸器症状の疑いがある場合 

３ 管理指導表で指示がある場合 

４ 「エピペン®」を使用した場合 

５ 主治医、学校医または保護者から要請がある場合  など 

 

★ １１９番通報の内容 ★ 

東京消防庁 災害救急情報センター 通 報 者 

「消防庁、火事ですか？救急ですか？」 「救急です。」 

「そこは何区、何町、何丁目、何番、何

号ですか？」 

「江東区○○▲丁目▲▲番▲▲号の 

●●●学校（園）です。」 

（例：●側の校門から入口を入ってすぐの保健室にいま

す） 

「どうしましたか？」 

「●●歳（●年生）の男（女）子です。」 

 

症状・経過を説明する。 

○ アナフィラキシーの兆候 

○ エピペンの処方の有無 

  また、投与の有無 

○ 何か食べたのか 

○ 意識レベル（呼吸・心拍等） 

○ 皮膚症状（じんましんなど） 

○ 粘膜症状（唇や瞼などの腫れなど） 

○ 呼吸器症状（咳・喘鳴・呼吸困難） 

○ 消化器症状（腹痛・嘔吐・下痢） 

○ 全身症状（だるさ） 

○ 保護者の状況 

・・・など聴取に応じてわかる範囲で答える。 

「あなたのお名前は？」 「●●です。」 

「今、お使いの電話番号は？」 「●●●●－●●●●です。」 

 

※１１９番通報のあとは…？ 

 １１９番通報を終えた後に、通報を受けて現場に向かっている救急隊から通報電話

番号に電話がかかってきます。 

 救急隊の質問に応じて、症状等を答えるとともに、指示を受けた場合はそれに従っ

てください。その際、正確な情報を伝えられる方が電話で応答してください。 

54



原因食品
小麦粉、卵
乳製品（飲用牛乳）

調理担当 調理確認 栄養士 担　任

原因食品
魚（白身魚含む、だしは○）
ごま（ごま油○）
いちご

調理担当 調理確認 栄養士 担　任

　　　　　月　　　　日（　　） ※担任の先生

確認後、この
カードは栄養
士まで 戻して
下さい。確 認 欄

その他（　　　　　　　　　　　　　）

1年２組　○○　Ａ子

５年１組　○○　Ｂ太

　　　　　月　　　　日（　　） ※担任の先生

確認後、この
カードは栄養
士まで 戻して
下さい。確 認 欄

【名札（例）】
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校長(副校長) ◎面談調書作成 ◎学校長決定 ◎対応委員会設置・開催 
◎対応方法の検討・決定 ◎対応内容把握 ◎情報共有 ◎評価・見直し 

教

育

委

員

会 

学  校 

同 級 生 

食物アレルギーのある児童生徒 

保 護 者 

主 治 医 

【栄養教諭/栄養職員】 【担  任】 【保健主任】 【養護教諭】 

【その他教職員】 

【調理員】 
◎献立明示 

◎調理 

◎配食 

（複数で確認） 

◎個別面談実施 

◎面談調書作成 

◎対応委員会設置・開催 

◎対応方法の検討・決定 

◎「取組みプラン」の作成 

◎情報共有 

◎献立表の作成（管理職 

 又は代わる者と確認） 

◎献立明示 

◎保護者と確認 

◎調理・配食の確認 

◎給食指導 

◎評価・見直し 

〇個別面談実施 

〇対応委員会設置・開催 

◎対応方法の検討・決定 

◎「取組みプラン」の作成 

◎情報共有 

◎献立明示 

◎保護者と確認 

◎配食 

◎給食指導 

◎評価・見直し 

◎対応申請確認（保護者通知 

「管理指導表」配付・提出） 

◎個別面談実施 

◎面談調書作成 

◎対応委員会設置・開催 

◎対応方法の検討・決定 

◎「取組みプラン」の作成 

◎情報共有 

◎評価・見直し 

◎対応委員会設置・開催 

◎対応方法の検討・決定 

◎情報共有 

◎評価・見直し 

◎献立明示 

◎配食 

◎給食指導 

◎情報共有 

【保健主任】 【保健主任】 

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
フ

ロ
ー

図
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（平成２５年８月－東京都教育庁「学校給食におけるアレルギー対応役割分担表上の注意点」より引用）



江東区立学校アレルギー疾患対応検討委員会設置要綱 

平成２１年７月１６日 

２１江教学第１３０２号 

（設置） 

第１条 学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン（平成２０年３

月３１日財団法人日本学校保健会）を踏まえ、江東区立小学校、中学校及び

幼稚園におけるアレルギー疾患に対する取組を検討するため、アレルギー疾

患対応検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の事項について検討し、江東区教育委員会（以下「教育

委員会」という。）に報告する。 

(1) アレルギー疾患をもつ児童生徒等への対応方法に関すること。 

(2) 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）（平成２０年３月３１日財

団法人日本学校保健会）を活用したアレルギー疾患に対する取組の具体

化に関すること。 

(3) アレルギー疾患に係る緊急時の対応に関すること。 

(4) その他アレルギー疾患の対応に関し必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる教育長が任命又は委嘱する委員をもって構成す

る。 

(1) 江東区医師会代表 ２名以内 

(2) 教育委員会事務局学務課長 

(3) 教育委員会事務局指導室長 

(4) 江東区立小学校長会代表 

(5) 江東区立中学校長会代表 

(6) 江東区立幼稚園長会代表 

(7) 江東区小学校養護教諭会代表 

(8) 江東区中学校養護教諭会代表 

(9) 江東区学校栄養士会代表 小学校及び中学校各１名 

59



（委員長） 

第４条 委員長は、前条に定める委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務

を代理する。 

（招集） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、第３条に定める者のほか、必要があると認めるときは、有識者

等を委員会に出席させることができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委

員長が定める。 
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【参考資料】 

○「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン(令和元年度改訂)」 

              公益財団法人日本学校保健会 

○「食物アレルギーの栄養指導の手引き２０１７」 

○「学校給食における食物アレルギー対応指針」 文部科学省（平成２７年３月） 

 ○「学校のアレルギー疾患に対する取り組みＱ＆Ａ」 日本学校保健会ホームページ 

○「学校給食における食物アレルギー対応役割分担表」 

          東京都教育庁地域教育支援部義務教育課 

○「今後の学校給食における食物アレルギー対応について 最終報告」 

      文科省スポーツ・青少年局長通知〔平成 26 年 3 月〕 

○「学校における食物アレルギー対応ヒヤリハット・ヒント事例集」 

      東京都教育庁地域教育支援部義務教育課〔平成 2９年３月改定〕 
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